
主な手数料のコスト等の状況（一覧表）

手数料名称 根拠条文 所管局・区
費用【コスト】

（円）
Ａ

利用件数
（件）

現在の料金
（円）

手数料収入
（円）

Ｂ

Ａに占める
Ｂの割合
Ｂ／Ａ
（％）

仮料金
（円）

改定料金案
（円）

改定率
（％）

市税証明手数料 相模原市手数料条例第２条第９号 企画財政局 33,939,373 115,119 300 31,774,300 88.4% 314 - -

市税証明手数料（コンビニ交付） 相模原市手数料条例第２条第１号 企画財政局 238,315 488 250 65,880 27.6% 497 - -

住民票の写し・印鑑証明書・戸籍の
附票の写し・住民票の閲覧及び諸証
明手数料

相模原市手数料条例第２条第９号 市民局 262,267,527 735,569 300 194,614,200 74.2% 361 - -

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸
籍の附票の写し手数料（コンビニ交
付）

相模原市手数料条例第２条第１号 市民局 28,634,860 13,596 250 3,398,875 11.9% 2,145 - -

特定計量器の定期検査手数料 相模原市手数料条例第２条第６号 市民局 5,623,289 1,351
ひょう量100ｷﾛｸﾞﾗﾑ

以下1,400円ほか
1,446,185 25.7% 4,241 - -

国民健康保険納税証明書手数料 相模原市手数料条例第２条第９号 健康福祉局 95,331 284 300 92,400 96.9% 336 - -

令第８０条第１項第１号の医薬品の
製造販売の承認の申請に対する審査
手数料

相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 40,258 453 90 40,770 101.3% 89 - -

飲食店営業許可申請手数料 相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 5,436,789 476 16,000 7,616,000 140.1% 11,425 - -

飲食店営業許可申請手数料（更新） 相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 3,170,007 482 8,000 3,856,000 121.6% 6,580 - -

犬の登録手数料 相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 6,004,970 2,567 3,000 7,672,000 127.8% 2,349 - -

狂犬病予防注射済票交付手数料 相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 21,670,261 32,035 550 17,619,067 81.3% 678 - -

動物取扱責任者研修手数料 相模原市手数料条例第２条第２号 健康福祉局 279,399 266 1,000 266,000 95.2% 1,060 - -

墓所使用許可証等再発行等手数料 相模原市営霊園条例第２７条５項 環境経済局 80,088 265 300 79,400 99.1% 303 - -

屋外広告物許可申請手数料（はり札
等及び電柱又は街灯柱を利用するも
の）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 282,064 6,886 200 344,317 122.1% 41 - -

屋外広告物許可申請手数料（立看板
等(木製又は金属製のもの)）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 345,220 1,116 300 111,567 32.3% 310 - -

屋外広告物許可申請手数料（広告
旗）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 125,795 420 300 42,000 33.4% 300 - -
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屋外広告物許可申請手数料（広告
塔、広告板及びアーケードに設置す
るもの(照明装置のないもの)）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 3,119,563 1,064 1,500 1,596,000 51.2% 2,933 - -

屋外広告物許可申請手数料（広告
塔、広告板及びアーケードに設置す
るもの(照明装置のあるもの)）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 10,857,102 3,607 2,400 8,657,000 79.7% 3,010 - -

屋外広告物許可申請手数料（ 広告
幕）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 787,626 545 300 108,967 13.8% 1,446 - -

屋外広告物許可申請手数料（ 電
車、自動車等の外面を利用するも
の）

相模原市屋外広告物条例第８条 都市建設局 73,079 242 800 120,833 165.3% 303 - -

自転車等移動及び保管費用
相模原市自転車等の放置防止に関す
る条例第１５条第１号

都市建設局 71,338,069 4,124 2,000 3,444,000 4.8% 17,547 - -

市有地境界証明手数料 相模原市手数料条例第２条第９号 都市建設局 375,044 1,070 300 320,900 85.6% 351 - -

特殊車両通行許可申請手数料 相模原市手数料条例第２条第８号 都市建設局 1,009,192 2,788 200 557,667 55.3% 362 - -

農地法の規定による許可（届出）証
明手数料

相模原市手数料条例第２条第９号 農業委員会事務局 135,023 385 300 115,600 85.6% 350 - -

※　コスト等の状況は平成２７年度から平成２９年度までの実績に基づく平均となっています。

※　利用件数には減免等による申請が入っていますので、「利用件数」×「現在の料金」＝「手数料収入」とならない場合があります。

※　仮料金とは、「受益者負担の在り方の基本方針」に基づき、経費（コスト）を基に算出した料金となります。

※　改定案～改定率が「-」となっている手数料は今回料金改定を行わない手数料です。

※　一般廃棄物等処理手数料は、「清掃事業の概要」等において、年度ごとにコストを積算し公表しています。
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